
　

通
常
、
国
民
年
金
を
滞
納
し
て
い
た
場
合
、

時
効
の
関
係
で
２
年
以
内
の
保
険
料
し
か
支
払

う
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
（
平
成
22
年
８
月
現

在
）。
し
か
し
、
追
納
制
度
を
利
用
す
れ
ば
、

免
除
が
承
認
さ
れ
て
い
た
期
間
中
の
保
険
料

を
、
過
去
10
年
前
ま
で
遡
っ
て
お
支
払
い
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

国
民
年
金
保
険
料
の
免
除
を
受
け
た
期
間
や

猶
予
期
間
は
、
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
額
が
減

額
さ
れ
る
、
も
し
く
は
受
給
額
に
反
映
が
な
い

も
の
と
し
て
扱
わ
れ
ま
す
。

　

所
得
に
余
裕
が
で
き
た
際
は
、
追
納
（
後
払

い
）
を
し
て
お
く
ほ
う
が
将
来
も
ら
え
る
年
金

額
を
増
や
す
こ
と
が
で
き
て
安
心
で
す
。

　

ま
た
、
国
民
年
金
保
険
料
は
支
払
っ
た
金
額

全
額
が
、
所
得
申
告
の
際
「
社
会
保
険
料
控
除
」

の
対
象
に
な
り
ま
す
の
で
、
節
税
に
も
つ
な
が

り
ま
す
。

　

受
給
額
を
満
額
に
近
づ
け
る
た
め
に
、「
追

納
制
度
」
を
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
免
除
の
承
認
を
受
け
た
３
年
度
目
以
降
に
保

険
料
を
追
納
す
る
場
合
に
は
、
当
時
の
保
険

料
に
加
算
金
が
つ
き
ま
す
の
で
、
早
め
の
追

納
を
お
す
す
め
し
ま
す
。

10
年
前
ま
で
の
保
険
料
を
払
え
ま
す
！

余裕ができた時
に国民年金保険
料を追納（後払
い）することで、
受給額を満額に
近づけることが
できます！

国民年金の保
険料を免除し
たのはいいけ
れど、将来も
らえる年金額
が少なくなっ
ちゃうなあ…

○
追
納
の
お
申
し
込
み
は
、
市
役
所
年
金

係
ま
た
は
コ
ザ
年
金
事
務
所
（
1
９
３
３

−

３
４
３
７
）
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

　

免
除
申
請
の
結
果
通
知
が
「
期
間
延
長

承
認
」
と
な
っ
て
い
る
方
は
継
続
申
請
が

承
認
さ
れ
た
方
で
す
。
次
年
度
以
降
は
結

果
通
知
が
届
く
の
を
お
待
ち
く
だ
さ
い
。

※
継
続
を
希
望
し
た
う
え
で
免
除
を
申
請

し
て
い
て
も
（
全
額
又
は
若
年
者
納
付
猶

予
の
み
継
続
希
望
可
）、
年
度
毎
に
所
得

審
査
が
あ
り
ま
す
の
で
世
帯
構
成
や
所
得

に
大
幅
な
変
動
が
あ
る
場
合
は
免
除
が
承

認
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

結
果
通
知
が
「
不
承
認
」
で
免
除
が
却

下
さ
れ
た
方
へ
は
、
納
付
書
が
届
き
ま
す
。

　

全
額
免
除
又
は
若
年
者
納
付
猶
予
が
不

承
認
と
な
っ
て
も
、
一
部
免
除
（
3/4
免
除
・

半
額
免
除
・
1/4
免
除
）
に
該
当
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
の
で
、
年
金
係
ま
で
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

継
続
申
請
の
結
果
通
知
を

受
け
取
ら
れ
た
方
へ

市
民
課
年
金
係 

1
９
７
３

−

５
４
９
８

年
金
だ
よ
り

年
金
だ
よ
り

国
民
年
金
保
険
料
追
納
の
ご
案
内

国
民
年
金
保
険
料
追
納
の
ご
案
内

そんなときには
「追納制度」！
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